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Ⅰ 調査の概要       

  

 

 １ 調査の目的      

   学校教育行政に必要な学校に関する基本的事項を明らかにすることを目的とする。      

  

 ２ 調査の範囲      

   国立、公立、私立の幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、

高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校、専修学校、各種学校及び市

町村教育委員会とする。 

   なお、国立の学校には、国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構の設置する 

  学校を含む。 

   ただし、大学、高等専門学校及び国立の学校は文部科学省が直接調査を行う。 

 

   ※ 本報告書では、上記のうち幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、高等    

学校、特別支援学校、専修学校、各種学校及び市町村教育委員会に関する調査結果をま

とめている。  

 

 ３ 調査の種類と主な調査事項 

 （１）学校調査          学校数、学級数、教職員数、園児数、児童生徒数 

 （２）学校通信教育調査      教職員数、入学者数、生徒数、卒業者数 

  （３）不就学学齢児童生徒調査   就学免除者数、就学猶予者数、居所不明者数、死亡者数                

  （４）学校施設調査        土地及び建物面積 

 （５）卒業後の状況調査      進学及び就職の状況、卒業者数 

                  

 ４ 調査の期日及び方法      

 （１）各調査期日及び申告者 

調 査 区 分 調査期日  申   告   者 

 学校調査   平成28年5月1日 学校の長 

 学校通信教育調査 〃 通信制課程を置く高等学校の長 

 不就学学齢児童生徒調査 〃 市町村教育委員会 

 学校施設調査 〃 

公立の専修学校及び各種学校の長  

公立の幼保連携型認定こども園の長  

私立学校の設置者 

 卒業後の状況調査 〃 中学校、高等学校の長 

（２）調査系統 

実施   

主体 

              

 
 

文部科学大臣       

        

経由   

機関 

         

  都道府県知事  市町村長     

         

調査   

客体 

        

 
都道府県立学校の長                              

私立高校の長・設置者     

 市町村立学校（高校除く）の長                   

市町村教育委員会         

私立学校（高校除く）の長・設置

者 

 国立の学校            

公・私立の大学及び

高等専門学校          
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Ⅱ 利用上の注意 
 

 １ 共通事項 

   分校（園）は本校（園）とは別に調査票を用いて調査しており、本校（園）には 

  含まれていない。 

   

 ２ 学校調査 

 （１） 学級数は５月１日現在認可を受け、又は届出をしている等、正規の手続きを完 

    了している学校とした。 

 （２） 児童・生徒在学者は５月１日現在当該学校の在学者（１年以上居所不明の者を 

    除く。）として、指導要録が作成されている者すべてであり、外国人を含め、就 

    学猶予等の者は除いた。 

 （３） 教員の本務、兼務の区別は、原則として辞令面によった。辞令面ではっきりし 

    ない場合は給料（又はこれに相当するものを含む。）を支給されている学校を本 

    務とし、それ以外は兼務とした。 

 （４） 専修学校、各種学校の課程（学科）は、認可を受け、又は届出をしている課程 

    （学科）とし、２以上の課程（学科）に併修している生徒はそれぞれの課程（学 

    科）に含めた。 

   

 ３ 学校通信教育調査 

  （１） 教職員は、通信教育を開設している学校の通信教育専任者である本務者と、校 

    内で通信制の課程以外を本務としている者及び協力校の教員で兼務者として発令 

    されている者とした。 

  （２） 平成27年度間に単位修得した者とは、調査日現在在籍するしないにかかわらず 

    平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に当該学校の通信制により１つ以 

    上の科目について単位修得した者（他からの併修者でも単位を修得した者は含め 

    るが、学校で計画した当該科目所定の単位数の一部については修得したが、当該 

    科目所定の全部について修得しなかった者を除く。）とした。 

 

 ４ 学校施設調査  

 （１） ２校以上で共同使用している施設は、原則として主として使用している学校の 

    方に記入するが、はっきりしないときは、次の取扱いとした。 

     Ａ 昼間と夜間の学校間→昼間の学校  

      Ｂ 昼間の学校間（夜間の学校間でも同様）→毎週使用する時間数の多い学校 

 （２） 調査日現在使用されていない遊休施設、危険校舎等のうち、まだ用途廃止の手 

       続きが完了していない学校建物については、調査の対象とした。 

  

 ５ 卒業後の状況調査  

 （１） 入学志願者（中学校では、高等学校（本科）の全日制・定時制、高等専門学校、 

    特別支援学校高等部（本科）への入学を志願した者をいい、高等学校では大学 

     （学部）、短期大学（本科）への入学を志願した者をいう。）は、同一人が２校 

    （学部、学科、課程）以上に志願して、そのいくつかの学校（学部、学科、課程） 

    に合格した場合は、実際に進学した方に、また、いずれの学校（学部、学科、課 

    程）にも不合格の場合は第一志望に集計した。 

  （２） 職業及び産業分類は、日本標準職業分類、日本標準産業分類によった。  
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６ 震災等に伴う調査事項等の扱いについて 

（１）学校数 

  ア 被災により移転して開校（園）している学校については、本来の所在市町村の 

      学校として計上した。 

イ 被災により休校（園）状態の学校については、設置（認可）上の存在の状態で 

 計上した。 

ウ  被災後、1つの学校が数ヶ所に移転して開校している場合は、設置（認可）上 

 の学校数として計上した。 

 （２）児童・生徒数 

    調査日（５月１日）現在において実際に就学している学校の児童生徒数を計上し 

      た。 

  

 ７ その他 

 （１）統計表の記号は次のように扱う。  

    「－」 ・・・・・・ 計数がない場合   

    「△」 ・・・・・・ 減のもの  

 （２）表中の構成比は、四捨五入のため１００％にならない場合もある。 

            

 

Ⅲ 用語の解説  
 

 １ へき地学校 

    へき地教育振興法に基づき人事委員会規則によって、指定された学校をいう。 

   

 ２ 単式学級 

      同学年の児童生徒で編成されている学級をいう。  

   

 ３ 複式学級  

    ２以上の学年の児童生徒で編成されている学級をいう。  

   

 ４ 特別支援学級 

      学校教育法第81条第２項の各号に該当する児童生徒（知的障害、肢体不自由、病

弱・身体虚弱、弱視、難聴、言語障害、自閉症・情緒障害）で編成されている学級を

いう。 

   

 ５ 帰国児童（生徒） 

      海外勤務者等の子どもで、引き続き１年を超える期間海外に在留し、平成27年4月1

日から平成28年3月31日までの間に帰国した児童生徒をいう。 

      海外勤務者等とは、①日本国籍を有する者で、海外に所在する機関、事務所等に勤

務するか又は海外において研究・研修を行うことなどを目的として日本を出国し、海

外に在留していた者又は現在なお在留している者、②終戦前（昭和20年9月2日以前を

いう。)から引続き外地に居住していた者で、 日本に帰国した者をいう。（日本に帰

国した際に厚生省が引揚者として援護を行ったかどうかは問わない。） 

   

 ６ 準学校法人 

   私立学校法第64条第４項の規定による専修学校又は各種学校の設置のみを目的とす

る法人をいう。  
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  ７ 協力校 

    高等学校通信教育規程第3条により設けられた高等学校をいう。 

   

  ８ 就学免除者及び就学猶予者 

    平成28年5月1日現在市町村教育委員会から、就学の免除又は猶予を受けている者を

いう。  

 

 ９ 学校建物 

     学校用に建築又は改造した校舎、講堂、屋内運動場及び寄宿者をいう。ただし、学

校用に建築したものでなくとも、学校建物として利用するため、黒板を据え付けるな

ど必要な改造を行い、用途を恒久的に学校建物に変更したものは、学校建物とした。 

  

  10  進学 

      中学校においては、高等学校の本科（全日制、定時制、通信制）及び別科、高等専

門学校、特別支援学校高等部の本科又は別科へ進学した者をいい、高等学校において

は大学（学部、別科）、短期大学（本科、別科）、大学・短期大学の通信教育部（正

規の課程）及び放送大学（全科履修生）、高等学校の専攻科、特別支援学校高等部の

専攻科へ進学した者をいい、いずれも、進学し、かつ就職した者を含めた。 

     

 11 専修学校（高等課程）進学者 

    中学校及び特別支援学校中学部の卒業者で、専修学校の高等課程（中学校卒業程度

を入学資格とする課程）へ進学した者をいい、進学し、かつ就職した者を含めた。 

   

 12 専修学校（専門課程）進学者 

   専修学校の専門課程（高等学校卒業程度を入学資格とする課程）へ進学した者をい

い、進学し、かつ就職した者を含めた。 

     

 13 専修学校（一般課程）等入学者 

   中学校及び特別支援学校中学部においては、専修学校の一般課程又は各種学校（予

備校等）に入学した者をいい、高等学校及び特別支援学校高等部においては、専修学

校の一般課程及び高等課程又は各種学校（予備校等）に入学した者をいい、いずれ

も、入学し、かつ就職した者を含めた。 

   

 14 就職者 

     給料、賃金、報酬、その他経常的収入を目的とする仕事に就いた者をいう。した

がって、家事手伝いや、臨時的な仕事に就いた者は含まないが、自家自営業に就いた

者は就職者とした。 

   正規の職員等とは、雇用期間の定めのないものとして就職した者をいう。 

   正規の職員等でない者とは、雇用期間が１年以上で期間の定めのある者で、かつ 

１週間の所定労働時間がおおむね40～30時間程度の者をいう。 

       

   


